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特記事項

その他

占用申請添付

給水装置工事申込書添付書類とは別に設計図が3部添付されているか

仮復旧（掘削範囲）、舗装本復旧範囲を示した現況写真であるか

現況に合せた保安設備図であるか

指定工事店名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主任技術者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仮復旧の材料が密粒度アスコンまたは全天候型常温合材（エマファルト、エースパッチ等）
となっているか（レミファルトの使用は不可）

受水槽の資料は添付されているか　（受水槽を設置する場合）

材料は日本水道協会認定であるか

給水管の埋設深は土被り0.8ｍ以上となっているか

管上0.3ｍは山砂、それ以上は砕石での埋戻しとなっているか

量水器は境界から1.5ｍ以内の場所に設置されているか

受水槽は設置されているか　（3階以上の建物、断水時に水を必要とする場合等）

工事設計書
（裏面）

指定工事店名は記入してあるか

給水設置場所と付近見取図に間違いはないか

平面図、横断図、土木定規図、配管詳細図、立面図、及び舗装復旧図等の記載はあるか

舗装構成は現況にあったものになっているか
（一般市道5cm）（幹線道路10cm）

本復旧の範囲は道路構成にあったものとなっているか（一般市道：影響30㎝、残幅が影響
後1.5ｍ以下は全面）（幹線道路：縦断方向に5.0ｍ、1車線もしくは半断面）

量水器は検針に支障のない位置に設置されているか

既設管を緑、新設管を赤、撤去管を黄で明記されている現況写真であるか

設計者名欄は記入してあるか

量水器の個数に合わせた給水口径となっているか　（アパート等の集合住宅の場合のみ）

支管位置表示杭は材料費に記入してあるか

給水管の口径は配水管の口径未満であるか

移譲移管届は記入してあるか

量水器保管証は記入してあるか

日付は記入してあるか

給水装置新設等
　工事申請書

２枚目

工事設計書
（表面）

日付は記入してあるか

工事場所・申請者欄は記入してあるか

道路工事に必要な材料は記入してあるか

サドル付分水栓等が配水管の口径に適合したものを使用しているか

給水装置新設等
　工事申請書
１枚目（裏面）

土地、建物にかかる所有者の承諾はとれているか
（所有者が共有名義の場合申請者以外を記入）

埋設テープ及び埋設シートは材料費に計上してあるか

屋内工事に必要な材料は記入してあるか

建築確認済証またはそれに準ずる書類は添付されているか

日付は記入してあるか

チェック項目

給水装置新設等
工事申請書

１枚目（表面）

申請者欄は記入してあるか（郵便番号、電話番号も必ず記入すること）

申請者の捺印してあるか

給水装置の設置場所、口径、種類、用途は記入してあるか

代理人届欄、主任技術者名欄は記入してあるか

申請者は、水道所有者になっているか

チェック欄

（注）　裏面注意事項あり
※　不要の場合はチェック欄に斜線



提出者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

注意事項について

・検査届及び使用開始届をあらかじめ提出し、量水器については、検査日に受領・設置を行います。

・工事完成後に水道本管の管種、口径、出幅、深さを記載した竣工図、工事写真を提出します。

・施工不良については、職員の指示に従い、必要に応じて補修を行います。

　　　　上記の内容について、あま市水道事業指定給水装置工事事業者として
　　　　　　　　　　　　　　　　　          確認の上工事申込書とともに提出します。

・工事日程が決定次第、速やかに分担金納入通知書兼領収書の写し及び給水装置工事着手前届出書を提出します。


